
仕様書 
 
１ 件  名 世田谷区たまがわ花火大会警備委託（平瀬川本部） 
２ 開催日時 令和７年１０月 日（土） １８時から１９時まで（打上時間） 
３ 履行期間 契約締結日から令和７年  月  日（ ）まで 
４ 履行場所 川崎市多摩川緑地（川崎市高津区二子２丁目先）周辺、受託者の作業場所

及び区が指定する場所 
５ 履行内容  
（１）警備計画書の作成及び提出 

区が定める実行計画書等に基づき、観客誘導図、警備員の配置図及び各警備員の業務

内容、車両迂回路の設定、資器材の配置数及び場所等の事項を盛り込んだ警備計画書を

作成し、 月  日（ ）までに提出し、確認を得ること。 
（２）関係機関との会議、実地踏査等への出席 
  関係機関との警備に関する会議や事前打合せ、実地踏査等へ出席すること。 
（３）花火大会の開催に伴う警備員の配備及び資器材設置・撤去 

①人員数 
別紙１「警備員・警備スタッフ数一覧」及び別紙２「各本部警備員配置・内容一覧」

に示す人員分の業務量を処理できる体制を次のとおり配置すること。 
ア 警備員等の検定等に関する規則（平成１７年国家公安委員会規則第２０号）第２

条及び東京都内における交通誘導警備業務の検定合格警備員の配置が必要な路線

（平成３０年東京都公安委員会告示第１３０号）に規定する配置基準を満たすこと。 
イ 会場周辺道路の交通規制に伴う路上警備、歩行者誘導、車両迂回案内等を行うこ

とができる配置とすること。 
ウ 信号機がある交差点等は、歩行者誘導に必要な人数を配置すること。 
エ 交通規制に伴う資器材の設置及び撤去が可能な配置とすること。 

②体制等 
ア 責任者を配置し、区担当課（区が受託者とは別に花火大会警備を委託する者があ

る場合には、その者を含む。）と円滑に連絡を取り合える体制にしておくこと。 
イ 適当な警備範囲ごとに班長を配置し、それぞれの班長には区及び警察等関係機関

と円滑な連携を取ることができるよう警備計画書及び業務内容を掌握させておく

こと。 
ウ 警備員には、警備会社の制服を着用させ、誘導灯を所持させること。 
エ 警備スタッフには、警備スタッフ用のＴシャツ又はポロシャツ及び帽子を着用さ

せ、必要に応じて誘導灯を所持させること。 
オ 無線機、トラメガ、誘導灯等の警備に必要な物品は、受託者が用意すること。 
カ 別紙３「保安資器材配置リスト」及び別紙４「保安資器材配置図」のとおり資器

材を用意し、搬送し及び配置し、花火大会終了後に撤去を行うこと。 
キ 花火大会開催日の前日に行った警備に関し、懸案事項等があった場合には、区担

当課に報告し、花火大会当日の円滑な警備業務が行うことができるよう引き継ぐ

こと。 
 



③警備に当たっての留意事項 
ア 警備に関して懸案事項がある場合は、区担当課への協議、報告等を適宜行い、来

場者への安全対策を図ること。 
イ 責任者等の指揮者から速やかに現場警備員へ指示等の情報伝達ができるように

しておくこと。 
ウ 適当な警備範囲ごとに配置した各班長には、各現場において区職員の配置がある

場合には、その区職員との顔合わせを当日の警備開始時に行わせ、連携した対応

ができるようにすること。 
エ 現場警備員及び警備スタッフには、配置場所に応じた案内誘導をさせるため、観

覧エリア、誘導路等を記した案内図、臨時バス運行情報を記した案内チラシ等を

常時携帯させること。 
オ 現場警備員等に対し、警察等関係機関から指導等があった場合には、責任者等の

指揮者へ報告させ、円滑に警備等を行わせること。 
カ 責任者等の指揮者は、現場警備員等から上記オの報告があった場合は、区実施本

部の警備担当（区職員）へ適宜報告すること。 
キ 花火打上の前後の時間帯で、観客が最も多くなる時間帯（１７時から２０時まで）

は、全ての警備員及び警備スタッフを配置し、総動員で対応すること。 
ク 全ての警備員及び警備スタッフはマスクやフェイスシールド等で新型コロナウ

イルス感染症対策を行うこと。 
ケ 搬入口の車止めや門扉の鍵を便宜上、受託者に預ける場合があるが、その際、責

任を持って管理すること。なお、鍵を紛失した場合、受託者の責任で対応するこ

と。 
コ その他、観客の安全確保のため及び地域住民、周辺企業、公道利用者等への影響

を最小限に抑えるための措置について、区担当課と協議の上、定め実施すること。 
（４）警備報告書の作成及び提出 
  花火大会終了後、次の内容を記載した警備報告書（Ａ４サイズとし、資料をまとめて

綴ったものを３部）を作成し、令和 年  月  日（ ）までに区担当課あて提出す

ること。 
  ①警備計画に基づく警備内容及びその他行った対応内容等（適当な警備範囲ごとに時

系列で記載すること。） 
②撮影した現場状況の写真及び安全対策等の対応した箇所等の写真 
③次年度に向けた警備計画の改善内容 

６ 支払方法 検査合格後、請求に基づき一括で支払う。 
７ 中止の場合の支払 
  荒天その他の理由により止むを得ず中止する場合は、次の表の中止の連絡を行った日

に応じ、契約金額に同表右欄の率を乗じた額（１円未満の端数は切り捨てる。）のキャン

セル料を支払うものとする。この場合において、検査は行わない。 

区担当課から中止の連絡を行った日 
支払率 

（契約金額総額に対する率） 
月  日まで ０％ 
月  日から 月  日まで １０％ 



月  日から 月  日まで ３０％ 
月  日から 月  日まで ５０％ 
月  日以降 １００％ 

 
８ その他 
（１）警察等関係機関との事前協議により、この仕様書に定める内容に変更が生じた場合

には、必要に応じて契約を変更するものとする。 
（２）受託者の責に帰すべき事由により発生した事故及び損害については、受託者の責任

で対応すること。 
（３）受託者は、原則として、個人情報の有無にかかわらず、履行に係る委託業務の全部

又は一部を第三者に再委託することはできない。ただし、委託業務全体に大きな影響

を生じない範囲内かつ委託業務履行のため合理的に必要な範囲内で、あらかじめ区の

承諾を得ることを条件に再委託できることとし、この場合は再委託の理由、再委託先

（住所・名称）、委託の範囲及び再委託先に対する監督方法等必要事項を区担当課に対

し、あらかじめ書面をもって提示し、承諾を得るものとする。 
（４）受託者は、前項ただし書に規定する再委託の承諾を得た場合は、再委託先の事業者

に、再委託した業務の範囲における本契約に基づく一切の義務を遵守させること。 
（５）車両で会場内に入場する際は、運動場内及び芝が生えている場所への通行を原則禁

止とする。ただし、止むを得ず通行が必要な場合は、事前に区担当課と協議し、コン

パネを使用する等の対策を講じること。また、事前に配布する通行証を車両のフロン

トガラスに掲示するとともに、会場内を車両で移動する際は、ハザードランプを点灯

し、時速１０km 以内で走行すること。 
（６）受託者は、委託業務の実施にあたり「障害を理由とする差別の解消の推進に関する

法律」（平成２５年法律第６５号）を遵守するとともに、甲が定めた「障害を理由とす

る差別の解消の推進に関する法律の施行に当たっての世田谷区の基本方針」及び「世

田谷区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」に準じた

取扱いをすること。なお、当該基本方針及び要領については、世田谷区ホームページ

（https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/002/015/d00137262.html）を参照

すること。 
（７）その他本仕様書に記載のない事項については、区担当課と協議の上、業務を遂行す

ること。 
９ 担 当 砧総合支所地域振興課地域振興・防災担当  

連絡先（０３）３４８２－２１６９ 

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/002/015/d00137262.html


別紙１

【花火大会開催日の警備】

警備スタッフ

Ａ D 補
平瀬川本部 30 111 6 147
合計 30 111 6 147
時間計 420 888 48 1356

警備員

Ａ（（土）８:００～２２:００）

Ｄ（（土）１４:００～２２:００）

警備スタッフ

補（（土）１４:００～２２:００）

【花火大会開催日前後の警備】

Ｈ Ｉ
平瀬川本部 4 4 8
合計 4 4 8
時間計 56 40 96

警備員
Ｈ（（金）１８:００～翌日８:００）
Ｉ（（土）２２:００～翌日８:００）

警備員・警備スタッフ数一覧（合計１５５名程度）

計

計
警備員

警備員



各本部警備員配置・内容一覧（平瀬川本部） 別紙２

【花火大会開催日】
8～22時 14～22時 14～22時

平瀬川本部 A Ｄ 当日計 スタッフ 合計 職務内容

0 平瀬川本部隊長 1 1 1 平瀬川本部警備範囲内統括

0 平瀬川本部遊撃隊 8 8 8 緊急対応要員

1 トイレ対応 0 3 3 平瀬川本部横トイレ対応

2
二子橋高架下付近露店対策

（会場誘導含む） 2 2 2 二子橋高架下周辺露天出店・バーベキュー防止対応、会場観客誘導

3
二子新地駅～新二子橋沿線側道
誘導・沿線道路横断防止 7 7 7

二子新地駅～新二子橋多摩沿線道路南側側道観客誘導、多摩沿線道路横断
防止、旧交番跡地封鎖対応、１６時からバス停封鎖対応

4 車両会場出入口管理 2 2 2 二子橋、新二子橋間の河川進入路での出入管理

5
平瀬下流側導線確保、沿線道路横

断防止 10 10 10
会場観客誘導、平瀬川下流側会場から多摩沿線道路への横断防止対応、１６時
からバス停封鎖対応

6 下流側河川侵入防止・マナー維持 8 8 8 平瀬川下流側河川侵入防止対応、会場内観客マナー（場所取り）維持対応

7 新二子橋下交差点誘導 8 8 8 新二子橋下沿線道路交差点観客誘導

8
新二子橋～東久地橋沿線側道
誘導・沿線道路横断防止 10 12 22 22

新二子橋～東久地橋多摩沿線道路南側道観客誘導、多摩沿線道路横断防止
対応、民家への侵入防止のためコーンバー設置

9
多摩沿線東久地橋下誘導、
自転車対策、場所取り対応 6 6 6

多摩沿線道路久地橋下観客整理・誘導、自転車対策（駐輪禁止、会場内サイクリ
ングロード自転車通行禁止のため迂回案内）、会場内場所取り対応、通路場所取
り防止

10 平瀬川周辺迂回案内 7 7 7 混雑時等における平瀬川周辺迂回路案内、駐車駐輪禁止対応

11 平瀬橋周辺誘導 4 4 4
平瀬橋及び周辺観客誘導・滞留防止対応、会場内サイクリングロード自転車通行
禁止のため自転車を押して歩く又は迂回案内

12
新平瀬橋周辺誘導、
場所取り対応、滞留防止 8 8 8

新平瀬橋及び周辺観客誘導・滞留防止対応、会場内サイクリングロード自転車通
行禁止のため自転車を押して歩く又は迂回案内

13 上流側河川侵入防止・マナー維持 6 6 6
平瀬川上流側河川侵入防止対応（警戒線内侵入防止警備）、会場内観客マナー
維持（場所取り）対応

14
上流側多摩沿線道路、土手上観客

誘導 26 26 26

観客誘導、多摩沿線道路観客横断防止、横断歩道への案内対応、会場内サイク
リングロード自転車通行禁止のため自転車を押して歩く又は迂回案内、駐輪場案
内、パークゴルフ場及び河川侵入の監視、（2名）西松屋とローソンの駐車場の車
両誘導

15 会場上流側露店等対応 3 0 3 3 6
パークゴルフ場及び周辺露天出店・バーベキュー防止対応、自転車対策（駐輪禁
止、会場内サイクリングロード自転車通行禁止のため迂回案内）、パークゴルフ場
駐車場出入口の鍵開錠（８時）・施錠（２２時）、（スタッフ２名）テント横トイレ対応

16 宇奈根交差点周辺警備 2 2 2 宇奈根交差点周辺観客誘導

17 パークゴルフ場侵入禁止 2 2 2
18 川崎会場周辺駐車禁止対応 3 3 3 緊急対応要員

19 久地駅誘導 6 6 6 向の岡工業北交差点周辺誘導、久地駅への誘導

合計 30 111 141 6 147 警備員計

【花火大会開催日前後】
前夜 当夜

平瀬川本部 H Ｉ 合計 職務内容

0 川崎警戒線警備、場所取り対応 4 4 8
（Ｈ）場所取り対応、当日朝4時から警戒線内侵入防止警備、（I）警戒線内侵入防
止警備

合計 4 4 8 警備員計

※人数は、全て基準値である。



保安資器材配置リスト 別紙３

●会場への配置（大会前日までに設置、撤去は大会開催翌日まで）

Ｎｏ 配置場所
Ａ型
ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ

保安灯
(自発光デリ)

ｾｰﾌﾃｨ
ｶﾗｰ
ｺｰﾝ

ｺｰﾝ
ﾊﾞｰ

「車両通
行禁止」
看板

ﾌﾟﾗｽ
ﾃｨｯｸ
ﾌｪﾝｽ

備考

1 平瀬川本部 15 10 60 60 15 緊急対応用

2
川崎側
新二子橋～東久地橋間
河川敷入口付近

10
東久地橋～新二子橋間河川敷入口封鎖（坂上、坂下２箇所）
（川崎市久地２－２－４９先）

3
川崎側
ローソン前階段土手

2
ローソン前階段使用禁止対応
（川崎市久地２－５－２１先）

●合計

Ａ型
ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ

保安灯
(自発光デリ)

ｾｰﾌﾃｨ
ｶﾗｰ
ｺｰﾝ

ｺｰﾝ
ﾊﾞｰ

「車両通
行禁止」
看板

ﾌﾟﾗｽ
ﾃｨｯｸ
ﾌｪﾝｽ

備考

合計 15 10 60 60 0 27
※プラスティックフェンスは両足を止めるウエイト部分込み。
車両通行禁止看板は矢印板とセット。


